
対象事項

対象区分
（条例第５条第１項）

概要

実施期間

市民参加の実施結果を踏ま
えた担当課の意見
（課題・良かった点・反省
点）

市民参加の実施内容について

（１）選択した市民参加手続

市民参加手続(実施内容)

意見を反映した

審議会等 案を修正しなかった

〇

〇 意見を反映した

パブリックコメント 案を修正しなかった

意見を反映した

市民説明会 案を修正しなかった

〇

（２）市民参加手続の流れ

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 3月

審議会等 第１回

パブリックコメント

市民説明会
・12/18
・12/21

市民参加実施結果シート 部署名（安心安全課）

狛江市地域防災計画（令和７年修正）

(１)　市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更

東京都地域防災計画震災編（令和５年修正）の公表等を受け、狛江市地域防災計画震災編を修正するとともに、狛江市地域防災計画震災編の見直しを踏まえて同風水害編も併せて修正する。
災害対策基本法第42条に基づく市町村地域防災計画に該当する。

　令和６年４月　　～　　令和７年２月

審議会等（狛江市防災会議）については、国や東京都、警察、消防、自衛隊等、様々な関係機関に参加していただいた。
また、パブリックコメントにおいて、意見提出があり、計画への反映を行った。

①開催時期公表
日・媒体

②募集期間 ③受付方法
④開催日時・
場所等

⑤対象者・
人数等

⑥委員構成 ⑦結果の公表
⑧市民参加手続実施後

の検証
⑨意見の反映 ⑩工夫したこと ⑪その他特記事項

その他

その他

その他

令和５年度 令和６年度 令和７年度
４月～９月 10月～3月 ４月 ５月 ６月 2月 ４月～９月 10月～3月

第２回

市HP「参加と協働
のひろば：会議の
開催」

- -

①R6.12.13　午前10時　防災セ
ンター４階
②R7.2.20　午後２時　防災セン
ター３階

防災会議委員30人

(１)　指定地方行政機関
の職員のうちから市長が
委嘱する者１人
(２)　東京都知事の部内
の職員のうちから市長が
委嘱する者３人
(３)　警視庁の警察官の
うちから市長が委嘱する
者１人
(４)　東京消防庁の消防
吏員のうちから市長が委
嘱する者１人
(５)　狛江市消防団長１
人
(６)　指定公共機関又は
指定地方公共機関の職員
のうちから市長が委嘱す
る者５人
(７)　自主防災組織を構
成する者又は学識経験の
ある者のうちから市長が
委嘱する者４人
(８)　前各号に掲げるも
ののほか、市長が必要と
認める者13人

原則、４週間以内
に、市HP「参加と協
働のひろば：審議会
等」で会議録を公開

意見がなかった（計画
の修正に当たっては、
事前に関係機関との調
整を踏まえて案を作成
するとともに、東京都
との事前協議も行って
いることから、会議前
に委員の意見の反映は
行っている）。

資料の事前送付を行っ
た。

⑨「その他」：意見
がなかった（計画の
修正に当たっては、
事前に関係機関との
調整を踏まえて案を
作成するとともに、
東京都との事前協議
も行っていることか
ら、会議前に委員の
意見の反映は行って
いる）。

公募市民委員がいな
い理由：
狛江市防災会議条例
第３条により公募市
民委員を委嘱するこ
ととしていないた
め。
しかし、地域で活動
している自主防災組
織を委員として委嘱
している。

令和６年12月15日
号広報、市HP「参
加と協働のひろ
ば：パブリックコ
メント」

R6.12.15～
R7.1.14

持参、郵送、メー
ル、市HP専用フォー
ム

-

市内在住・在学・在
勤の方、
市内に事業所等を有
する方
提出者：１人
提出された意見数：
１件

-
市HP「参加と協働の
ひろば：パブリック
コメント」で公表

提出された意見を踏ま
え、計画案の修正を
行った。

反映した件数：１

令和６年12月15日
号広報、市HP「参
加と協働のひろ
ば：パブリックコ
メント」

- -

①R6.12.18　午後７時　防災セ
ンター３階
②R6.12.21　午前10時　防災セ
ンター４階

参加者
①０人
②１人

- - 意見がなかった。
⑨「その他」：説明
会では特に意見が出
されていない。

市民参加手続

参考資料１



対象事項

対象区分
（条例第５条第１項）

概要

実施期間

市民参加の実施結果を踏ま
えた担当課の意見
（課題・良かった点・反省
点）

市民参加の実施内容について

（１）選択した市民参加手続

市民参加手続(実施内容)

〇 意見を反映した

審議会等 案を修正しなかった

意見を反映した

パブリックコメント 〇 案を修正しなかった

意見を反映した

市民説明会 案を修正しなかった

〇 意見を反映した

アンケート 案を修正しなかった

（２）市民参加手続の流れ

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 3月

審議会等 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

パブリックコメント

市民説明会
・1/22
・1/25

アンケート

市民参加実施結果シート 部署名（地域活性課）

狛江市商業振興プランの策定

(１)　市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更

令和６年度で計画期間が終了となる狛江市商業振興プランについて、令和７年から令和11年度を計画期間とする次期計画として狛江市商業振興プラン2025を策定した。

　令和６年４月　　～　　令和７年３月

有識者や商業関係者、また市民委員を含めた様々な立場の方からの意見を伺い、プラン策定について議論いただいた。また、アンケートでは、市民、市内商業者や創業者に対してアンケート調査を行い、幅広い意見を聴くことができた。課題としては、アンケート調査
の回答率が伸び悩み、アンケート調査の内容や調査票の作り等について見直す必要があると感じた。

①開催時期公表日・
媒体

②募集期間 ③受付方法
④開催日時・

場所等
⑤対象者・

人数等
⑥委員構成 ⑦結果の公表

⑧市民参加手続実施後
の検証

⑨意見の反映 ⑩工夫したこと ⑪その他特記事項

その他

その他

その他

その他

令和５年度 令和６年度 令和７年度
４月～９月 10月～3月 ４月 ５月 ６月 2月 ４月～９月 10月～3月

直近の広報やホーム
ページ等

― ―

①R6.7.5 16時 防災センター４
階会議室
②R6.8.5 16時 防災センター４
階会議室
③R6.9.26 17時 防災センター３
階会議室
④R6.11.22 16時30分 防災セン
ター３階会議室 
⑤R6.12.17 17時 第一委員会室
⑥R7.3.5　16時　防災センター
３階会議室
※12/27のみ希望があったためオ
ンライン併用

狛江市商業振興プラン策
定委員会委員・10名

有識者２人、商業関
係者３名、狛江市商
工会職員１名、公募
市民委員３人、市職
員１人

市ホームページにて
会議録を公開

委員会での議論を計画
に反映することができ
た。

・希望者にはオンライン
での参加を可能とした。
・資料の事前送付を行っ
た。

令和６年１月15日号
広報及び市ホーム
ページ

令和７年１月17
日～２月17日

窓口提出、郵送、
FAX、メール、専用
フォーム

―

市内在住・在学・在勤の
方、市内に事業所等を有
する方
提出者：７人
提出された意見数：20件

―
市ホームページにて
公表

提出された意見につい
ては、計画案の修正を
行う意見ではなかった
ため修正はなかった。

令和６年１月15日号
広報及び市ホーム
ページ

― ―

①R7.1.22（水）19時 防災セン
ター３階会議室
②R7.1.25（土）10時 防災セン
ター３階会議室

①１名
②０名

― ―

消費者アンケートの
み令和６年９月１日

号広報
―

①③郵送及び専用
フォーム
②メール、専用
フォーム
④ヒアリング
⑤郵送

①令和６年10月
②令和６年10月
③令和６年９月
④令和６年10月
⑤令和６年10月

①市内に所在する事業者
（無作為抽出1,000事業
者）
②令和２年度から令和５
年度の狛江市創業スクー
ル受講者、令和６年度狛
江市商工会創業スクール
受講者、FORTMARKET出店
者
③狛江市民（無作為抽出
2,500人）
④狛江市商工会商業部、
青年部
⑤市内商店会代表者

―
狛江市商業振興プラ
ン2025（資料編）に
て結果を公表

アンケート調査及びヒ
アリングにて伺った意
見を計画に反映するこ
とができた。

市民参加手続



対象事項

対象区分
（条例第５条第１項）

概要

実施期間

市民参加の実施結果を踏ま
えた担当課の意見
（課題・良かった点・反省
点）

市民参加の実施内容について

（１）選択した市民参加手続

市民参加手続(実施内容)

〇 意見を反映した

審議会等 案を修正しなかった

〇 意見を反映した

パブリックコメント 案を修正しなかった

意見を反映した

市民説明会 案を修正しなかった

〇

〇 意見を反映した

アンケート 案を修正しなかった

（２）市民参加手続の流れ

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 3月

審議会等 第２回 第３回 ・第４回
・第５回
・計画報告

パブリックコメント

市民説明会
・12/20
・12/21

アンケート

市民参加実施結果シート 部署名（　健康推進課　）

健康こまえ21（第３次）・食育推進計画（第３次）・いのち支える自殺対策計画（第２次）

(１)　市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更

令和６年度で計画期間が終了となる「健康こまえ21（第２次）」「食育推進計画（第２次）」と「いのち支える自殺対策計画」を１つにまとめ、令和７年から令和11年度を計画期間とする計画として改定を行う。

　令和６年４月　　～　　令和７年３月

審議会では、健康、栄養、自殺対策に関する専門家に加え、市民委員からも活発な意見を頂くことで、計画に狛江らしさを反映することができた。市民アンケートについては、郵送方式とWEB方式を併用するとともに、対象者を無作為抽出者に加え、狛江市と
LINEの友だち登録をしており、受信設定で「福祉・健康」を選択している方、イベント参加者等に広く募ったことで、より多くの回答を得た。

①開催時期公表
日・媒体

②募集期間 ③受付方法
④開催日時・

場所等
⑤対象者・

人数等
⑥委員構成 ⑦結果の公表

⑧市民参加手続実施後
の検証

⑨意見の反映 ⑩工夫したこと ⑪その他特記事項

その他

その他

その他

その他

令和５年度 令和６年度 令和７年度
４月～９月 10月～3月 ４月 ５月 ６月 2月 ４月～９月 10月～3月

第１回～第３回 第４回・第５回 第１回

10/12～11/２

開催日直近の広
報、市HP「参加と
協働のひろば：会
議の開催」

― ―

①R6.5.22 ②R6.8.22 ③
R6.10.21 ④R7.１.27⑤R7.３.25
いずれも19時～　あいとぴあセ
ンター４階講座室

狛江市健康づくり推
進協議会委員13人
専門家２人

委員９人、
公募市民委員４人、
専門家２人

原則、４週間以内
に、市HP「参加と協
働のひろば：審議会
等」で会議録を公開
（※一部４週間以上
経過しているものあ
り）

委員会での議論を計画
に反映することができ
た。

・可能な限り資料の事前
送付を行った。

令和６年12月15日
号広報、市HP「参
加と協働のひろ
ば：パブリックコ
メント」

令和６年12月15
日～令和７年１
月14日

持参、郵送、FAX、
メール、市HP専用
フォーム

―

市内在住・在学・在
勤の方
提出者：１人
提出された意見数：
３件

―
市HP「参加と協働の
ひろば：パブリック
コメント」で公表

提出された意見を踏ま
え、計画案の修正を
行った。

令和６年12月15日
号広報、市HP「参
加と協働のひろ
ば：市民フォーラ
ム・シンポジウ
ム・市民説明会
等」

― ―

①R６.12.20（金）19時
あいとぴあセンター４階講座室
②R６.12.21（土）14時
防災センター４階会議室

参加者
①０人
②０人

― ― ―
・市民説明会の日から説
明動画の配信を行い、
105回の閲覧があった。

対象者②について
はLINE配信やイベ
ントでアンケート
を周知

令和５年10月12
日～11月２日

郵送、持参、WEB回
答

―

①無作為抽出により
選出された令和５年
８月31日時点で満18
歳以上の市民2,000
人（うち回答者数
725人）
②一般公募回答者数
217人

―
報告書としてまと
め、市HPで公表

調査結果をもとに、性
別、年代等による傾向
を踏まえ、検討を進め
ることができた。

・対象者①については、
WEBでの回答も可能とし
た。

市民参加手続



対象事項

対象区分
（条例第５条第１項）

概要

実施期間

市民参加の実施結果を踏ま
えた担当課の意見
（課題・良かった点・反省
点）

市民参加の実施内容について

（１）選択した市民参加手続

市民参加手続(実施内容)

〇 意見を反映した

審議会等 案を修正しなかった

〇 意見を反映した

パブリックコメント 案を修正しなかった

意見を反映した

市民説明会 案を修正しなかった

〇

〇 意見を反映した

ワークショップ 案を修正しなかった

（２）市民参加手続の流れ

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 3月

審議会等 第４回 第５回 第６回 第７回
第８回
第９回

パブリックコメント

市民説明会
・12/21
・12/23

ワークショップ

市民参加実施結果シート 部署名（　子ども若者政策課　）

第３期こまえ子ども・若者応援プランの策定

(１)　市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更

令和６年度で計画の終期を迎える第２期こまえ子ども・若者応援プランを改定し、第３期こまえ子ども・若者応援プランを策定する。

　令和６年４月　　～　　令和７年２月

審議会等については、様々な立場・状況の方に参加していただき、委員の意見を計画に反映することができた。パブリックコメント及び市民説明会については、参加者は多くはなかったが、一部の意見を計画に反映することで審議会以外の市民
の声を反映することができた。ワークショップについては、本計画の当事者である子どもからも意見を聴取し、全体を通して子どもから大人まで多くの声を聴きながら実施することができた。

①開催時期公表
日・媒体

②募集期間 ③受付方法
④開催日時・
場所等

⑤対象者・
人数等

⑥委員構成 ⑦結果の公表
⑧市民参加手続実施後

の検証
⑨意見の反映 ⑩工夫したこと ⑪その他特記事項

その他

その他

その他

その他

令和５年度 令和６年度 令和７年度
４月～９月 10月～3月 ４月 ５月 ６月 2月 ４月～９月 10月～3月

第１回 第２回 第３回 第10回

開催日直近の広
報、市HP「参加と
協働のひろば：会
議の開催」

― ―

➀４月19日
②５月15日
③６月11日
④７月16日
⑤８月21日
⑥９月12日
⑦10月11日
⑧11月１日
⑨11月15日
⑩２月13日
※いずれも市役所内会議
室

狛江市子ども・
若者・子育て会
議　委員16名

有識者４名、関係機
関10名、公募市民委
員４名

原則、４週間以内
に、市HP「参加と協
働のひろば：審議会
等」で会議録を公開
（※一部４週間以上
経過しているものあ
り）

委員会での議論を計画
に反映することができ
た。

・オンラインでの参加を
可能とした。
・資料について事前送付
を行った。

―

令和６年12月15日
号広報、市HP「参
加と協働のひろ
ば：パブリックコ
メント」

令和６年12月15
日～令和７年１
月14日

・電子メール
による送信
・専用フォー
ムによる送信
・子ども若者
政策課への書
面による提出
・郵便による
送付

―

市内在住・在
学・在勤の方
提出者：３人
提出された意見
数：15件

―
市HP「参加と協働の
ひろば：パブリック
コメント」で公表

提出された意見を踏ま
え、計画案の修正を
行った。

― 反映した件数：２

令和６年12月15日
号広報、市HP「参
加と協働のひろ
ば：市民フォーラ
ム・シンポジウ
ム・市民説明会
等」

―

➀令和６年12月21日
（土）午後１時から・防
災センター３階会議室
②令和６年12月23日
（月）午後７時から・防
災センター４階会議室

➀０人
②４人

― ― ―
概要を作成し、その資料
により説明を行った。

⑨「その他」：説明
会では計画案に関す
る質疑や確認のみで
計画案の修正につい
ての意見は出されて
いない。

令和６年７月15日
号広報、こまえ子
育てねっと、子ど
も若者政策課X

➀子ども向け：
７月10日～７月
30日
②大人向け：７
月10日～８月５
日

・専用フォー
ムによる送信

➀子ども向け：８月６
日、８月23日

②大人向け：８月11日、
９月１日

➀子ども向け：
15名
②大人向け：７
名

― ―

ワークショップでの意
見交換を計画策定の参
考資料とすることがで
きた。

会場にて音楽を流すなど
意見を引き出しやすいよ
うなリラックスした空間
づくりを行ったほか、子
ども向けについては、絵
を描きながら狛江の将来
を考える機会として、子
どもたちが楽しみながら
参加できる仕組みを作っ
た。

計画策定の参考資料
とした。

市民参加手続



対象事項

対象区分
（条例第５条第１項）

概要

実施期間

市民参加の実施結果を踏ま
えた担当課の意見
（課題・良かった点・反省
点）

市民参加の実施内容について

（１）選択した市民参加手続

市民参加手続(実施内容)

意見を反映した

審議会等 案を修正しなかった

意見を反映した

案を修正しなかった

意見を反映した

案を修正しなかった

意見を反映した

案を修正しなかった

（２）市民参加手続の流れ

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 3月

審議会等 第１回

市民参加実施結果シート 部署名（　下水道課　）

狛江市下水道総合計画の改定

(１)　市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更

平成21年度に策定され、平成25年度に一部改訂を行った狛江市下水道総合計画について、改定を行う。
狛江市の下水道の基本理念及び目指す姿を整理し、具体的な目標及び施策を示すものである。

　令和７年１月　　～　　令和７年３月

審議会では、各種専門家や市民委員でも様々な立場の方に参加をしていた開くことが出来た

①開催時期公表日・
媒体

②募集期間 ③受付方法
④開催日時・
場所等

⑤対象者・
人数等

⑥委員構成 ⑦結果の公表
⑧市民参加手続実施後

の検証
⑨意見の反映 ⑩工夫したこと ⑪その他特記事項

その他

その他

その他

その他

令和５年度 令和６年度 令和７年度
４月～９月 10月～3月 ４月 ５月 ６月 2月 ４月～９月 10月～3月

開催日直近の広報、
市HP「参加と協働の
ひろば：会議の開
催」

令和６年10月１
日～10月25日

持参・郵送・メール
Ｒ7.1.30　9時30分　第一委員会
室

狛江市下水道綜合計
画策定検討委員６人

識見を有するもの２
人、公募市民委員３
人、市職員１人

原則、市HP「参加と
協働のひろば：審議
会等」で会議録を公
開

継続中 現地視察を取り入れた

市民参加手続



対象事項

対象区分
（条例第５条第１項）

概要

実施期間

市民参加の実施結果を踏まえ
た担当課の意見
（課題・良かった点・反省
点）

市民参加の実施内容について

（１）選択した市民参加手続

市民参加手続(実施内容)

〇 意見を反映した

審議会等 案を修正しなかった

意見を反映した

パブリックコメント 〇 案を修正しなかった

意見を反映した

市民説明会 案を修正しなかった

〇

〇 意見を反映した

アンケート 案を修正しなかった

（２）市民参加手続の流れ

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 3月

審議会等 第２回 第３回 第４回
第５回

中間答申
第６回

パブリックコメント

市民説明会
・12/19
・12/21

アンケート

市民参加実施結果シート 部署名（　学校教育課　教育庶務係　）

狛江市教育振興基本計画の改定

(１)　市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更

令和６年度で計画期間が終了となる現行計画について、令和７年度から令和11年度を計画期間とする計画として改定を行う。
（教育振興基本計画の概要）教育基本法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく、狛江市における教育の振興のための施策に関する基本的な計画であり、狛江市の教育分野の総合的な施策大綱に該当する。

　令和６年４月　　～　　令和７年３月

審議会等については、学識経験者及び公募市民から様々な視点で多くの意見をいただき、計画に反映することができた。市立小中学校の児童・生徒を対象にアンケートを実施し、計画改定の検討をする上で基礎資料となった。また、パブリックコメント及び市民説明会に
ついては、参加者や提出意見が少なく、実施の方法等を検討する必要があると感じた。

①開催時期公表日・
媒体

②募集期間 ③受付方法
④開催日時・

場所等
⑤対象者・

人数等
⑥委員構成 ⑦結果の公表

⑧市民参加手続実施後
の検証

⑨意見の反映 ⑩工夫したこと ⑪その他特記事項

その他

その他

その他

その他

令和５年度 令和６年度 令和７年度
４月～９月 10月～3月 ４月 ５月 ６月 2月 ４月～９月 10月～3月

第１回 最終答申

開催日直近の広報、
教育委員会HP「教育
委員会の会議の予
定」

― ―

①R6.6.4 18時30分 防災センター
３階会議室
②R6.7.30 18時30分 防災セン
ター３階会議室
③R6.8.27 18時30分 防災セン
ター３階会議室
④R6.10.9 18時30分 防災セン
ター４階会議室
⑤R6.11.8 18時30分 防災セン
ター４階会議室
⑥R7.1.23 18時30分 市役所４階
特別会議室

狛江市教育振興基本
計画改定検討委員会
委員９人

有識者６人、公募市
民委員２人、市職員
１人

原則、４週間以内
に、教育委員会HP
「各種会議等の記
録」で会議録を公開
（※一部４週間以上
経過しているものあ
り）

委員会での議論を計画
に反映することができ
た。

・事前に資料データを
メールで送信した。
・必要に応じ、委員長と
事前に打合せを行った。

令和６年12月15日号
広報、市HP「参加と
協働のひろば：パブ
リックコメント」、
教育委員会HP

令和６年12月15
日～令和７年１
月14日

持参、郵送、FAX、
メール、市HP専用
フォーム

―

市内在住・在学・在
勤の方、市内に事業
所等を有する方
提出者：２人
提出された意見数：
６件

―
市HP「参加と協働の
ひろば：パブリック
コメント」で公表

提出された意見によ
り、計画案の修正には
至らなかった。

令和６年12月15日号
広報、市HP「参加と
協働のひろば：市民
フォーラム・シンポ
ジウム・市民説明会
等」、教育委員会HP

― ―

①R6.12.19（木）19時 市役所４
階特別会議室
②R6.12.21（土）９時 防災セン
ター３階会議室

参加者
①０人
②１人

― ―
参加者から特に意見は
なかった。

・パワーポイントで概要
を作成し、その資料によ
り説明を行った。

⑨「その他」：説明会
では特に意見が出され
ていない。

小中学生に配布され
ている端末にインス
トールされている
Teamsを利用し配信

令和６年７月３
日～７月17日

専用フォーム ―
市立小学校５年生及
び市立中学校２年生

―
報告書としてまと
め、教育委員会HPで
公表

調査結果をもとに、児
童・生徒が考えている
ことを把握し、検討を
進めることができた。

・回答率を上げるため、
学校で使用している端末
を利用してのアンケート
とした。

市民参加手続


